
「
経
営
計
画
」
作
成
研
修
会

（
小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助
金
申
請
対
応
）

　

小
規
模
事
業
者
が
申
請
に
向
け
て
「
経

営
計
画
」
を
作
成
す
る
た
め
の
研
修
会
を

次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。
受
講
希
望
の

方
は
事
前
に
商
工
会
ま
で
お
申
込
み
く
だ

さ
い
。

▼
日
時

▽
１
日
目

　

３
月
５
日
㈭

　

午
後
１
時
30
分
〜
午
後
４
時
30
分

▽
２
日
目

　

３
月
12
日
㈭

　

午
後
１
時
30
分
〜
午
後
４
時
30
分

　

※
２
日
間
と
も
受
講
が
必
要

▼
会
場

　

商
工
会
本
所

▼
対
象
者

　

町
内
の
小
規
模
事
業
者
の
方

▼
受
講
料

　

無
料

▼
定
員

　

30
人
（
先
着
）

▼
講
師

　

菅
原
孝
二
さ
ん
（
中
小
企
業
診
断
士
）

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　

商
工
会
本
所
（
72

－

０
１
８
６
）

お
し
ら
せ
版

　

清
和
支
所
（
82

－

２
０
１
７
）

　

蘇
陽
支
所
（
83

－

０
０
３
７
）

【
山
の
都
創
造
課
（
72

－

１
１
５
８
）】

年

金

相

談

　

希
望
の
方
は
事
前
に
予
約
を
お
願
い

し
ま
す
。

▼
期
日

　

３
月
13
日
㈮

▼
場
所

　

矢
部
高
齢
者
生
産
活
動
セ
ン
タ
ー

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
東
年
金
事
務
所

　
（
０
９
６
―
３
６
７
―
２
５
０
３
）

【
健
康
福
祉
課
（
72

－

１
２
２
９
）】

福

祉
・

法

律

相

談

所

　

日
々
の
生
活
の
中
で
は
、
い
ろ
い
ろ

な
出
来
事
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
と
き

の
相
談
窓
口
が
福
祉
・
法
律
相
談
所
で

す
。
相
談
は
無
料
。
相
談
内
容
の
秘
密

は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。
内
容
に
よ
り
関

係
機
関
へ
の
紹
介
も
行
い
ま
す
。
お
気

軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
福
祉
相
談
所

▼
期
日

　

３
月
５
日
㈭

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

▼
会
場

　

千
寿
苑
、
清
楽
苑
、
蘇
陽
総
合
支
所

■
法
律
相
談
所

▼
期
日

　

３
月
19
日
㈭

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

▼
会
場

　

蘇
陽
総
合
支
所

▼
問
い
合
わ
せ
先

社
会
福
祉
協
議
会
（
82

－

３
３
４
５
）

第
10
回
日
向
往
還
歴
史
ウ
ォ
ー
ク

　

肥
後
と
日
向
を
つ
な
ぐ
歴
史
街
道
「
日

向
往
還
」。
今
年
で
10
回
目
と
な
る
本
大

会
が
３
月
21
日
、
22
日
に
開
催
さ
れ
ま
す
。

▼
日
程
、
コ
ー
ス

▽
３
月
21
日
㈯

　

・
め
ざ
せ
馬
見
原
コ
ー
ス
（
約
23
㎞
）

　

・
馬
見
原
ご
利
益
め
ぐ
り
コ
ー
ス

　
　
（
約
３
㎞
）

▽
３
月
22
日
㈰

　

・
め
ざ
せ
通
潤
橋
コ
ー
ス
（
約
20
㎞
）

　

・
浜
町
散
策
コ
ー
ス
（
約
６
㎞
）

▼
申
込
期
限

　

３
月
15
日
㈰

　

※
申
込
用
紙
を
配
布
し
て
い
ま
す
。

　
　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

日
向
往
還
歴
史
ウ
ォ
ー
ク
実
行
委
員
会

　
（
72

－

３
８
５
５
）

平
成
27
年
山
都
町
消
防
団
出
初
め
式

期
日　

３
月
１
日
㈰

時
間　

午
前
８
時
か
ら

会
場　

山
都
町
営
中
央
グ
ラ
ウ
ン
ド

　
　
　
（
雨
天
時　

山
都
町
営
体
育
館
）

内
容　

①
通
常
点
検
、
②
放
水
競
技
（
全

14
分
団
）
③
幼
少
年
消
防
ク
ラ
ブ
に
よ
る

通
常
点
検　

ほ
か

経
営
体
育
支
援
事
業
要
望
調
査

　

適
正
な
人
・
農
地
プ
ラ
ン
を
策
定
し

た
地
域
の
中
心
経
営
体
な
ど
に
対
し
農

業
用
機
械
な
ど
の
導
入
を
支
援
す
る
事

業
で
す
。
金
融
機
関
か
ら
の
融
資
を
活

用
し
、
農
業
用
機
械
・
施
設
な
ど
を
取

得
す
る
場
合
に
、
取
得
に
要
す
る
経
費

か
ら
融
資
な
ど
の
額
を
除
い
た
自
己
負

担
額
に
つ
い
て
助
成
し
ま
す
。

▼
助
成
額

　

10
分
の
３

▼
募
集
締
切

　

３
月
２
日
㈫

▼
対
象
者

①
適
切
な
人
・
農
地
プ
ラ
ン
に
位
置

づ
け
ら
れ
た
中
心
経
営
体

②
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
賃
借
権

の
設
定
な
ど
を
受
け
た
者

▼
対
象
事
業

　

農
産
物
の
生
産
、
加
工
、
流
通
、

そ
の
他
農
業
経
営
の
開
始
も
し
く
は

改
善
に
必
要
な
機
械
ま
た
は
施
設
の

改
良
ま
た
は
取
得

▼
要
件

①
平
成
27
年
度
内
に
完
了
す
る
事
業

②
事
業
費
が
整
備
内
容
ご
と
に
50
万

円
以
上
で
あ
る
こ
と

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

農
林
振
興
課
（
72

－

１
１
３
６
）

相

談

窓

口

児
童
扶
養
手
当
が
受
給
で
き
ま
す

（
公
的
年
金
受
給
者
）

　

こ
れ
ま
で
公
的
年
金
（
遺
族
年
金
、
障

害
年
金
、
老
齢
年
金
、
労
災
年
金
、
遺
族

補
償
な
ど
）
を
受
給
す
る
方
は
児
童
扶
養

手
当
を
受
給
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
平

成
26
年
12
月
か
ら
は
公
的
年
金
を
受
給
し

て
い
て
も
、
そ
の
額
が
児
童
扶
養
手
当
の

額
よ
り
低
い
場
合
は
差
額
分
の
手
当
て
を

受
給
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

▼
新
た
に
手
当
て
を
受
け
取
れ
る
場
合

①
お
子
さ
ん
を
養
育
し
て
い
る
祖
父

母
等
が
低
額
の
老
齢
年
金
を
受
給

し
て
い
る
場
合

②
父
子
家
庭
で
、
お
子
さ
ん
が
減
額

の
遺
族
厚
生
年
金
の
み
を
受
給
し

て
い
る
場
合

③
母
子
家
庭
で
、
離
婚
後
に
父
が
死

亡
し
、
お
子
さ
ん
が
低
額
の
遺
族

厚
生
年
金
の
み
を
受
給
し
て
い
る

場
合

▼
お
早
目
に
連
絡
を

　

町
で
は
、
今
回
の
改
正
で
新
た
に
支

給
対
象
に
な
る
方
を
把
握
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
家
庭
に
ご
案
内

を
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
お

早
め
に
健
康
福
祉
課
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

▼
支
給
開
始
日

　

申
請
の
翌
月
分
か
ら

※
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
公
的
年
金
等
を

受
給
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
児
童
扶

養
手
当
を
受
給
で
き
な
か
っ
た
方
の

う
ち
、
平
成
26
年
12
月
１
日
に
支
給

要
件
を
満
た
し
て
い
る
方
が
、
平
成

27
年
３
月
ま
で
に
申
請
し
た
場
合

は
、
平
成
26
年
12
月
分
か
ら
支
給
さ

れ
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

健
康
福
祉
課
（
72

－

１
２
２
９
）

ご
当
地
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト

交

付

し

ま

す

　

本
町
で
は
、
合
併
10
周
年
を
記
念
し
、

矢
部
高
校
生
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
山
都
町
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
ご
当
地
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト

を
交
付
し
ま
す
。（
限
定
５
０
０
枚
）

※
デ
ザ
イ
ン
に
つ
き
ま
し
て
は
、
３
月
25

日
発
行
の
広
報
や
ま
と
四
月
号
に
掲
載
予

定
で
す
。

▼
交
付
開
始

　

４
月
１
日
㈬　

午
前
８
時
30
分
〜

▼
交
付
場
所

　

税
務
住
民
課
（
本
庁
１
階
窓
口
）
及
び

　

各
総
合
支
所
総
務
住
民
課

▼
交
付
対
象
車
種

　

原
動
機
付
自
転
車
第
一
種

　
（
50
㏄
以
下
）
白
色

▼
そ
の
他

　

・
新
規
登
録
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
ナ

ン
バ
ー
と
選
択
が
で
き
ま
す
。

　

・
希
望
者
に
は
、
現
在
使
用
中
の
ナ
ン

バ
ー
か
ら
の
交
換
を
行
い
ま
す
。

　
　
（
無
料
）

　

・
標
識
番
号
の
指
定
は
受
け
付
け
ま

せ
ん
。

　

・
枚
数
が
無
く
な
り
次
第
、
交
付
を
終

了
す
る
予
定
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
住
民
課
（
72

－

１
１
２
８
）

イ

ベ

ン

ト

お

知

ら

せ

や
ま
ト
ー
ク
（
み
ん
な
の
座
談
会
）
開
催

　

次
の
と
お
り
、
や
ま
ト
ー
ク
（
み
ん
な

の
座
談
会
）
を
開
催
し
ま
す
。
や
ま
ト
ー

ク
は
、
町
長
や
事
前
ア
ン
ケ
ー
ト
で
頂
い

た
内
容
に
関
連
す
る
担
当
課
長
が
町
民
と

直
接
対
話
す
る
場
で
す
。
住
民
の
皆
様
の

た
く
さ
ん
の
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
白
三
校
区
自
治
振
興
区

▼
日
時

　

３
月
３
日
㈫　

午
後
６
時
30
分
〜

▼
場
所

　

出
野
公
民
館

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

企
画
政
策
課
（
72

－

１
２
１
４
）

地
域
情
報
か
わ
ら
版
の
ご
活
用
を

　

町
内
商
店
街
等
の
活
性
化
を
目
的
と
し

て
、
新
庁
舎
１
階
に
情
報
掲
示
板
（
通
称
、

地
域
情
報
か
わ
ら
版
）
を
設
置
し
ま
し
た
。

皆
さ
ま
の
積
極
的
な
活
用
を
お
願
い
し

ま
す
。

▼
サ
イ
ズ

　

約
１
８
０
㎝
×
９
０
㎝

▼
利
用
規
定

①
町
内
商
店
街
等
の
個
人
ま
た
は
団
体

が
、
自
ら
の
営
業
目
的
ま
た
は
商
店

街
活
性
化
の
た
め
に
行
う
イ
ベ
ン
ト

の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
及
び
チ
ラ
シ
等
に

つ
い
て
、
こ
れ
ら
を
掲
示
で
き
る

コ
ー
ナ
ー
で
す
。

※
た
だ
し
、
町
外
の
方
で
も
町
が
特
に

認
め
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

②
原
則
、
最
長
２
ヶ
月
以
内
の
掲
示
期

間
と
し
、
期
限
を
超
え
た
掲
示
物
に

つ
い
て
は
町
の
ほ
う
で
撤
去
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

③
掲
示
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
総
務
課

へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課
（
72

－

１
１
１
１
）

山
都
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の

個
別
見
直
し
受
け
付
け
に
つ
い
て

　

農
振
農
用
地
区
域
内
の
農
地
は
、
優
良

農
地
と
し
て
守
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
、

農
地
以
外
の
目
的
に
は
利
用
で
き
な
い
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
や
む
を
得
ず
他

の
目
的
（
住
宅
・
駐
車
場
な
ど
）
に
利
用

す
る
場
合
は
、「
農
振
農
用
地
区
域
か
ら

の
除
外
」
の
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
新
た
に
農
振
農
用
地
区
域
の
指
定

を
行
う
際
は
、「
農
振
農
用
地
区
域
へ
の

編
入
」
の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
個
別
見
直
し

（
農
振
農
用
地
区
域
か
ら
の
除
外
・
編
入
）

に
つ
い
て
は
、
年
２
回
の
受
付
を
行
い
ま

す
。
平
成
27
年
度
に
つ
き
ま
し
て
は
、
次

の
と
お
り
で
す
。

▼
受
付
期
限

▽
上
期　

４
月
10
日
㈮
ま
で

▽
下
期　

９
月
30
日
㈬
ま
で

▼
注
意
事
項

　

各
種
の
除
外
の
要
件
を
満
た
し
た

上
で
、
他
法
令
の
許
可
の
見
込
み
が
な

い
と
除
外
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
土
地
の

選
定
に
つ
い
て
は
十
分
に
検
討
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

農
林
振
興
課
（
72

－

１
１
３
６
）

募

集

1111 10


